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審 議 案 件

議第１号 富士宮市景観計画の変更について

報 告 事 項

富士宮市都市計画マスタープランの改定について

１ 審議に出席した委員（１４人）

水 口 俊 典 委員 竹 内 文 則 委員

寺 田 尚 稔 委員 遠 藤 誠 一 委員

河原崎 信幸 委員 小 室 忠 雄 委員

佐 野 和 彦 委員 諏 訪 部 孝 敏 委員

佐 野 源 彦 委員
酒 井 弘 之 委員

【代理】伏見 豪

内 田 賢 委員 力 元 東 委員

清 功 委員 竹 川 滋 子 委員

２ 審議に欠席した委員（２人）

菅 原 由 美 子 委員 稲 葉 晃 司 委員

３ 説明のための出席者

【議第１号及び報告事項】

都市整備部長

[都市計画課] 課 長 主 幹 計画係長 計画係主査



- 2 -

【司 会】計画係長

定刻となりましたので、ただいまから平成２３年度第１回富士宮市都市計画審議会

を開会させていただきます。

まず、去る７月２０日に予定しておりました当審議会を延期させていただきました

ことをお詫び申し上げますとともに、急な開催日の変更にもかかわらず、御多忙の中、

御出席いただきまして御礼申し上げます。

それではまず、欠席の委員について御報告させていただきます。

菅原 由美子様、稲葉 晃司様につきましては、本日所用により欠席の御連絡をい

ただいております。

次に代理出席の委員について御報告させていただきます。

酒井委員の代理といたしまして、富士宮警察署 副署長 伏見様に御出席いただい

ております。

ここで市長から御挨拶をさせていただきます。

市 長

みなさん、こんにちは。本日は、お忙しい中、御出席いただきまして誠にありがと

うございます。

私は、第２０代富士宮市長に就任いたしました須藤秀忠でございます。よろしくお

願いいたします。

委員の皆様方におかれましては、日頃から市政全般にわたり御支援と御協力を賜り、

心より御礼申し上げます。また、この度は、富士宮市都市計画審議会委員の御就任を

お願いたしましたところ、快くお引き受けいただきまして、重ねて御礼を申し上げま

す。

さて、私は、富士宮市のまちづくりビジョンの一つにこだわりの魅力ある美しいま

ちづくりを掲げております。

当市のまちづくりには、美しさが不可欠であると考えており、美しいまちへの様々

な取組みによって、必ずや富士宮市が魅力にあふれ、人を惹きつけるまち、また、憧

れを呼ぶまちになっていくものと確信しております。

また、美しいまちづくりは、富士山世界文化遺産登録を目指す上でもふさわしいこ

とであるため、富士山の魅力を世界に広めるための環境整備にも積極的に取り組んで

まいりたいと考えております。

本日、委員の皆様方に御審議いただく富士宮市景観計画及び報告事項の富士宮市都

市計画マスタープランは、美しいまちづくりを目指す富士宮市の基本となるものであ

りますので、委員の皆様方におかれましては、忌憚のない御意見をいただきますよう

よろしくお願い申し上げます。

最後に、今後２年間、都市計画審議会委員として、本市の都市計画行政全般にわた

る施策について御審議をいただく訳ですが、活発な議論をいただきますとともに、市

政発展のために変わらぬ御協力をお願い申し上げまして、簡単ではございますが挨拶

とさせていただきます。
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【司 会】計画係長

ありがとうございました。

ここで市長は他の公務のため退席いたします。

次に出席している職員の紹介をさせていただきます。

・・・・・部長以下、出席職員紹介・・・・・

それでは、本日の会議に入ります前に、お手元に配布させていただきました資料の

確認をお願いいたします。

配布資料は、７月８日付けで送付させていただきました資料といたしまして、本日

御審議いただきます提出議案書、議第１号資料 富士宮市景観計画の変更について、

都市計画マスタープランの改定についての資料です。

また、本日配布させていただきました資料として、提出議案書の差し替え分、富士

宮市都市計画審議会次第、富士宮市都市計画審議会条例、富士宮市都市計画審議会運

営要領、富士宮市都市計画審議会委員名簿、富士宮市都市計画マスタープラン概要版

についての資料の以上９点となっております。

ここで、『提出議案書』につきましては、本日配布させていただいたものを御覧い

ただきたいと思いますので、従前の提出議案書と差し替えてください。使用する資

料は、以上８点となります。不足しているもの及び不備があるものがございました

らお知らせください。

・・・・・資 料 確 認・・・・・

よろしいでしょうか。

それでは、ただいまから、平成２３年度第１回富士宮市都市計画審議会を開会させ

ていただきます。本日の議題は２件ございます。

まず、議選第１号「富士宮市都市計画審議会会長の互選について」です。富士宮市

都市計画審議会条例第６条第１項及び運営要領第２条によりまして、委員の互選によ

り会長を決めていただくため、同要領第３条の規定により、竹川 滋子委員に臨時議

長をお願いし、議事を進めたいと思います。竹川委員、臨時議長席にお願いいたしま

す。

【臨時議長】竹川委員

座ったままで失礼します。臨時議長を務めさせていただきます竹川 滋子です。

よろしくお願いいたします。

本日の会議は、富士宮市都市計画審議会条例第７条第１項により、２分の１以上

の委員が出席しておりますので、本審議会は成立いたします。それでは、審議に入

ります。

会議の次第に基づきまして、「議選第１号富士宮市都市計画審議会会長の互選につ
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いて」を議題とします。

会長職は、都市計画地方審議会の組織及び運営の基準を定める政令の規定により、

富士宮市都市計画審議会条例第３条第１号の学識経験を有する委員から選出するこ

ととしております。会長の互選は、いかがいたしましょうか。

寺田委員

今回も前期に引き続き是非、水口先生に大変ですけれども会長をお願いしたいと思

います。

【臨時議長】竹川委員

ただいま水口委員にお願いしたらどうかという御意見がございましたが、それに御

異議のある方はありますでしょうか。

・・・・・各委員 異議なし・・・・・

異議なしの声ですので、水口委員に会長をお願いします。それでは、私は会長が決

まりましたので、退席します。御協力ありがとうございました。

【司 会】計画係長

ありがとうございました。それでは水口会長、会長席にお願いいたします。

それでは、新会長から御挨拶をいただきました後、富士宮市都市計画審議会運営要

領第５条の規定によりまして、以降の議事進行を水口会長にお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

水口会長

それでは、会長を任されましたので、今期２年間務めさせていただきます。今回で

委員の過半数が変わったということであります。そういったこともあって、都市計画

審議会の役割といったことを少し話したいと思います。

都市計画審議会の役割というものは、都市計画法をはじめとするいくつかの関連法

で決められている法定計画、それを決定したり、変更したりする時の審議を行うとい

うものがあります。これは、都市計画の決定手続きの非常に重要な役割を担っており

ます。かつては、都市計画審議会の役割というものは、このことがほとんどであった

のですが、地方分権、住民参加の大きな流れの中で、市町村都市計画審議会が法定化

されました。それまで市町村都市計画審議会は、任意で作っていたのですけれども、

そういった中で、役割も今言った法定審議に加えて、広がってきていると言えます。

２つ目には、個別の具体的な都市計画の検討のもっと前にある、富士宮なら富士宮

の都市、まちづくりの課題がどのあたりにあるか、どう変化しているかを把握して、

それに対する基本的なまちづくりの方向性ということ議論して、行政に対しても提言

していくような役割があります。今日も報告があります、市町村都市計画マスタープ
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ランというのも、個別の具体的な都市計画の検討の前の大きな方針ということになり

ます。

３つ目ですが、市民と都市計画との関係です。従来は行政が決めて行政が執行して、

市民、市民の中には企業もありますけれども、市民がそれに協力するといった形でし

たが、それが大きく変わってきております。

つまり行政も市民も一体で責任を分け合ってやっていくということです。そのとき

に行政と市民の間に立って、都市計画と市民をつなぐという役割が都市計画審議会の

非常に重要な役割になってきております。まちづくりというものは、都市計画法によ

るもののみならず、農業とか森林とか防災とか自然も含めて役割分担というか連携と

いうものが非常に進んできております。

今日から新しい委員になるわけですけれども、これまでの２年間前任期の都市計画

審議会において、どういうテーマを（案件）が審議されてきたのか主なテーマを紹介

すると、一つは、芝川町と合併して新しい富士宮市となって、それに伴って、静岡県

が広域的な都市計画のマスタープランを改定しました。策定作業は、静岡県が行いま

したが、策定に対しては、構成市である富士宮市の意見も反映されております。

それともう一つ、旧芝川町に線引きの都市計画決定をするということがあり、これ

は、都市計画としては基本的なテーマでありました。

さらに主だったところを紹介しますと、都市計画道路となっている道路について改

めて必要性を再検証するということ。その中で、見直しと基本方向を定めるというこ

とも行いました。具体的な幹線道路という都市の要素の中の代表的なものについて、

改めて今の計画のままでいいのかということを議論しました。これについては、法定

都市計画の変更に絡むものであります。審議会としては一番基礎的なところでありま

す。

これらの議論の中でお互い勉強して、様々な視点の意見を出し合いまして、この議

論については、議事録の公開などによりまして市民が富士宮の都市計画について理解

を深める、理解をしなければ、共に都市計画を実現していくということもできないわ

けですから、こういったところにもある程度役立ったのではないかと思われます。

あわせて行政にとっても市民に都市計画を説明したことにより、説明力の蓄積とい

う場でもあったのではないかと思っております。そういう意味で今期の２年間、市民

に役立つ、わかりにくいと思われがちな都市計画が、市民にわかるものとなるよう、

是非活発な議論をお願いしたいと思います。それと同時に、限られた時間であります

ので、できるだけ効率的に手際よく進めて行きたいと思っております。よろしくお願

いいたします。

ということで、まず、会長の職務代理者ですが、会長に事故が有る時は、あらかじ

め指名する委員が、その職務を代理するという規定が都市計画審議会条例にありま

す。この会長の職務代理者を、建築士でもあり、まちづくりの御経験が豊富な寺田尚

稔委員を指名したいと思います。寺田委員、よろしくお願いいたします。

それから、会議録というものを事務局で毎回作ってそれをチェック、署名を

するということを行っております。本日の署名人を小室忠雄委員にお願いいた
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します。

それから会議の成立ですが、１６人のうち、２人が欠席ということですので、１４

人の出席ということでありますので、過半数に達しておりますので、本日の会議は成

立いたします。

次に会議の公開についてですが、特段の事情が無い限り原則公開することとしてお

りますので、今日は特段の事情はないと思いますので、会議を公開としたいと思いま

すが御異議ございませんか。

・・・・・「なし」の声・・・・・

・・・・・傍聴人入場・・・・・

それでは審議に入ります。富士宮市景観計画の変更についてです。議案の説明を

求めます。

都市計画課長

それでは、議第１号「富士宮市景観計画の変更について」を説明させていただきま

す。

まず、今回の議案を提出させていただいた理由を朗読いたします。議案書４ページ

をお開きください。

平成２２年３月２３日、富士宮市と芝川町（以下、「芝川地域」という。）が合併し、

新富士宮市が誕生したことにより、芝川地域を含む市域全域で景観法に基づく景観行

政を進めていくため、芝川地域を現在の景観計画区域に追加するなど、現富士宮市景

観計画（以下、「景観計画」という。）の変更が必要になりました。

景観計画の変更にあたっては、芝川町総合計画などを踏まえた上で、芝川地域にお

ける景観に関するアンケート調査を実施し、景観計画の構成と同じ芝川地域 景観調

査・報告書を作成しました。これを基に、報告書の内容を景観計画に反映し、庁内検

討会、市民懇話会、景観審議会において変更への意見聴取及びパブリックコメントを

行ってまいりました。

平成２３年６月１４日に開催した景観審議会において原案のとおり認められたた

め、景観法第９条第２項の規定により諮問するものです。以上、議案書の朗読をさせ

ていただきました。

議案の内容に入る前に、私からは景観計画について、景観計画と都市計画との関係、

景観計画の位置づけと区域マスタープラン、都市計画マスタープラン等との関係など

について説明させていただきます。

まず、景観計画についてですが、平成１７年に施行された景観法に基づき、景観行

政団体が良好な景観の形成を図るため、その区域と、良好な景観の形成に関する基本

的な方針や行為の制限に関する事項等を定める計画です。
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景観行政団体とは景観行政を司る主体で、政令指定都市又は中核市の場合はそれぞ

れの地域を管轄する地方自治体が、その他の地域においては、通常、都道府県がその

役割を負います。しかし、都道府県知事と協議し、同意を得た市町村の区域において

は、それらの市町村が景観行政団体となることができることから、富士宮市は、県の

同意を得て、平成１９年８月に景観行政団体となり、平成２２年１月に富士宮市景観

計画を策定いたしました。

次に「景観計画と都市計画との関係」です。景観法第８条第６項では、都市計画区

域に定める景観計画は、都市計画法第６条の２第１項の都市計画区域の整備、開発及

び保全の方針、いわゆる「区域マスタープラン」に適合させることが規定されており

ます。

また、市街地の良好な景観形成を図るための都市計画手法である景観地区の設定や、

景観地区内における建築物等の形態意匠の制限などが規定されております。

このように景観法では、主要な都市計画の手法などを良好な景観形成のための規制

誘導手法と位置づけ、景観計画と都市計画が互いに相乗効果を発揮し、よりよい景観

形成を図ることを定めております。

また、景観法第９条第２項、景観計画の策定の手続きにおいて、景観計画を定めよ

うとするときは、都市計画区域に係る部分について、あらかじめ、都市計画審議会の

意見を聴かなければならないと定められており、変更の場合においても、同条第８項

の規定により策定の手続きに準じ、あらかじめ都市計画審議会の意見を聴くよう定め

られております。都市計画審議会では、都市計画の視点から最終案について御審議い

ただきたいと思います。

なお、景観計画の変更にあたり、去る６月１４日に富士宮市富士山景観条例第３０

条の規定に基づき富士宮市景観審議会に諮問し、原案どおり認めるとの答申をいただ

いております。景観審議会では、景観形成に特化した組織として御審議いただいてい

るところです。

次に、景観計画の位置づけと区域マスタープラン、都市計画マスタープラン等との

関係について説明させていただきます。議第１号資料富士宮市景観計画案の P２下段、

２－２本計画の位置づけを御覧下さい。

景観は様々な要素からなっていること、都市計画や環境、産業振興などとの繋がり

が強いことから、上位計画である富士宮市総合計画や都市計画マスタープラン等を踏

まえたうえで、関連する個別計画との整合を図り、策定しております。

各上位計画の位置づけにつきましては、第４次富士宮市総合計画の土地利用計画に

は、魅力的な都市景観の形成を位置づけ、基本目標別計画に富士山が美しく映えるま

ちの創造を目指して景観法に取組むこととしております。

また、区域マスタープランでは、都市計画の目標に本区域の理念を富士山の恵みを

大切にしたまとまりのある都市づくりとしています。

富士宮市都市計画マスタープランは、景観法施行前の平成１４年に策定したもので

すが、都市景観形成基本計画の基本方針として、富士山にふさわしい庭園のように美

しい都市景観を目指し、魅力ある中心商業・業務地景観の形成、良好な市街地景観の
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形成、豊かな自然景観の保全・継承を図ります。また、市民・企業・行政が一体とな

って景観形成に取り組むため、景観形成の誘導・啓発を図りますとしています。

総合計画は後期計画が今年度からスタートし、区域マスタープランは芝川町との合

併を受けて、昨年度当審議会での審議後、本年３月に県決定されましたが、今回議案

として提出させていただきました富士宮市景観計画の変更案は、これら上位計画との

整合性をとった上で策定してきたものであります。

策定にあたりましては、平成２２年６月の庁内検討会をはじめとし、市民懇話会、

景観審議会での意見聴取を行い、本年１月１１日に都市計画審議会で報告事項として

素案の説明をさせていただきました。

その後、景観審議会で計画案を決定し、市議会全員協議会での説明、パブリックコ

メント、景観審議会への諮問・答申を経て本日の会議になっております。

それでは、これから議案内容の説明になりますが、担当者より説明させていただき

ます。

事務局

それでは、議第１号富士宮市景観計画の変更について、新たに委員に御就任いただ

いた方もいらっしゃいますので、前回の審議会での報告事項と重複いたしますが、こ

れまでの経緯と、変更内容の概要及び各会議での意見と対応について説明し、議案の

説明とさせていただきます。

議第１号資料「富士宮市景観計画(案)」と参考資料１「富士宮市景観計画の変更に

ついて｣を御用意下さい。

まず、景観計画の変更の経緯を説明させていただきます。参考資料１「富士宮市景

観計画の変更について｣の P１を御覧ください。

１に「景観計画の変更の背景と目的」があります。先ほどの議案提出の理由と重複

しますが、今回の変更は、昨年３月２３日に富士宮市と芝川町が合併し、新富士宮市

が誕生したことにより、芝川地域を含む市域全域で景観法に基づく景観行政を進める

ため、芝川地域を現在の景観計画区域に追加するなどの変更になります。

これまでの変更の作業について、２の「景観計画の変更の作業フロー」を御覧くだ

さい。左側が旧富士宮市、右側が旧芝川町となっております。旧富士宮市では、平成

７年度に都市景観条例を施行し、平成１７年の景観法の施行を受け、平成１９年８月

に景観行政団体になりました。平成２２年１月には現富士宮市景観計画及び富士山景

観条例を施行し、現在に至っております。

現在の景観計画の構成が、図の①から⑪で示されております。①は第１章を表して

おり、第１１章までの構成となっております。

一方、旧芝川町ですが、景観計画は策定されていなかったため、合併後にまず、芝

川地域におけるアンケート調査を実施し、富士宮市の景観計画の構成と同じ「芝川地

域景観調査・報告書」を作成いたしました。この調査・報告書の内容から芝川地域の

特徴的な景観要素を現富士宮市景観計画に反映し、庁内検討会、市民懇話会、景観審

議会での意見聴取・審議を経たものが本日お手元にある景観計画の案となっておりま
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す。

次に、景観計画の変更の内容について説明いたします。参考資料１の２ページを御

覧ください。「富士宮市景観計画の変更の概要」を示しておりますので、この資料と

パワーポイント、景観計画案により、順に説明させていただきます。

まず、第１章「景観の特性と課題」についてですが、芝川地域景観調査・報告書か

ら取り上げられた景観の特性を列挙しております。読み上げながら、前のスクリーン

に取り上げられた場所等の写真を映しますので、前の方を御覧ください。

白鳥山の形成、日本三大急流である富士川、渓谷美をもつ釜口峡、河岸に見られる

柱状節理、地域の特産品であるタケノコと集落の背景にある竹林、芝川のポットホー

ル、入山川沿いの天子の七滝、稲子川や稲瀬川の流れる谷間の集落景観、静岡県の棚

田等十選に選ばれている稲子、柚野地区の棚田、稲瀬川の支流にある南沢ホタルのせ

せらぎ広場、西山本門寺の黒門や県天然記念物のヒイラギ、その他の巨木、柚野地区

の土井の川（三区用水）、西山本門寺で行われる信長公黄葉まつり、柚野地区や羽鮒

丘陵から見る富士山の眺望、白鳥山や桜峠から見る市街地や富士山の眺望、以上が、

芝川に特徴的な景観要素として、第１章の中で記述を追加いたしました。

次に、第２章景観形成の目標ですが、こちらは、総合計画、区域マスタープランで

も富士山が景観形成の中心となっていることから、これまでの旧富士宮市の景観形成

の目標を継承し、富士山の庭園都市へとしております。

次に、第３章景観計画の区域ですが、これは、景観法の対象となる区域を明示する

ものです。市の全域で景観行政を進めるため、新富士宮市全域を景観計画の区域とし

ております。また、区域内には、富士山や天子山地等の景観を保全するため、富士山

等景観保全地域と富士山等眺望保全地域を定めております。

次に、第４章景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針ですが、ここで

は、良好な景観の形成に関する基本方針とゾーン別の景観形成基本方針を定めており

ます。ここに、第 1章で取り上げられた芝川地域の景観特性を踏まえ、芝川地域景観

調査・報告書から取り上げられた基本方針を抽出しています。２番目の谷間の落ち着

いた景観を守り、生かしますは、谷間の景観が芝川地域に固有の景観要素であったた

め、新たに追加された方針になります。景観計画案では、４６ページのふるさとの原

風景たる自然景観を大切にするまちの⑥として追加しております。

その他の方針については、既に現富士宮市景観計画の方針として示されているもの

に溶け込む形での反映になります。これは、芝川地域と富士宮が隣接した地域である

ため、地形や自然が類似している部分が多々あり、現在の景観計画に何かしらの形で

記述していることによるものです。

次に、ゾーン別の景観形成基本方針の説明をいたします。景観計画では景観区域を

富士山・山麓ゾーン、朝霧・天子山地ゾーン、農地・丘陵地ゾーン、周辺市街地ゾー

ン、中心市街地ゾーンの５つのゾーンに分けています。このうち、芝川地域は、朝霧・

天子山地ゾーンと農地・丘陵地ゾーンに属すことになります。

景観計画案の６１ページを御覧ください。朝霧・天子山地ゾーンの基本方針は、緑

豊かな富士山や天子山地を背景とした朝霧高原や田貫湖の広がりのあり景観を守る
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とともに、市民や観光客が自然や食を楽しんでいる景観をつくっていきます。として

います。

続いて６２ページを御覧ください。農地・丘陵地ゾーンの基本方針は、丘陵地や湧

水池などの良好な景観や、人々と自然が共生する中で生み出されてきた田畑や集落な

どの景観を守り、育てていきますとしています。

次に、第５章～第９章についてです。景観計画案では、７１ページから１０３ペー

ジになります。

第５章が、良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項、第６章が、景観重

要建造物・景観重要樹木の指定の方針、第７章が、屋外広告物の表示及び屋外広告物

を掲出する物件の設置に関する事項、第８章が、景観重要公共施設の整備に関する事

項、第９章が、景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項になっており

ます。これらについては、景観区域が新富士宮市全域であることから、対象区域に芝

川地域が追加されますが、景観計画の記述に変更はございません。

次に、第１０章、景観形成の重点方策ですが、６つある重点方策のプロジェクトの

うち、重点方策６、眺望点整備プロジェクトの主な眺望場所として芝川地域の桜峠、

興徳寺、白鳥山、羽鮒山展望台を追加いたしました。

最後に、第１１章、景観形成の推進に向けてですが、こちらについては、内容に変

更はございませんでした。

以上で、景観計画の変更の概要説明を終わります。

次に、前回の都市計画審議会以降の各会議での主な御意見と、その対応について説

明させていただきます。参考資料２各会議での意見と対応を御覧ください。表の左側

がいただいた御意見、右側がその対応になっています。

今後重要と考えられる地域・地区の考え方について、芝川地域景観調査・報告書の

中の今後重要と考えられる地区を新市の計画にも記載することを検討してほしいと

の御意見がありました。具体的には、柚野地区等のことになります。

これについては、今回、重点地区の候補地としては追加していませんが、まずは、

第１０章の景観形成の重点方策で記述する眺望点整備プロジェクトで眺望点の整備

候補地として、柚野地区の桜峠と興徳寺を加え、富士山の眺望への取り組みを進める

中で地域の調査や研究をし、地区の景観保全についても検討していきたいと考えてお

ります。

また、柚野地区は、農業振興地域にも含まれており、景観農業振興地域整備計画に

より棚田景観を保全していくことが望ましいことから、調査結果を踏まえ、景観農業

振興地域整備計画の策定を視野に入れ、地元との調整を図っていきたいと考えており

ます。

次に、都市計画審議会の後に開催された景観審議会での御意見と対応です。

はじめに、史跡富士山の記述についてです。参考資料２、各会議での意見と対応の

中ほどを御覧ください。

平成２２年１１月１９日に国の文化審議会が富士山信仰の関連遺跡・神社を、史跡

富士山として一括して史跡指定するよう文部科学大臣に答申しました。富士宮市では、
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山頂信仰遺跡、富士山本宮浅間大社、村山浅間神社、山宮浅間神社の４つが指定され

ております。この指定の事実についての記述がなかったため、この記述を追加いたし

ました。

次に、景観計画案の６７ページを御覧ください。

今後重要と考えられる地域・地区の考え方にあります図面についてです。図面に芝

川地区の区域が含まれていなかったため、含めた図に修正いたしました。

以上の修正後、本年２月１５日から３月１４日までパブリックコメントを行いまし

たが、提出意見はありませんでした。また、去る６月１４日の景観審議会で景観計画

の変更について諮問し、字句の修正等は事務局に一任し、原案どおり認めるとの答申

をいただきました。

なお、景観審議会後に、史跡富士山について、今後、追加指定が予定されているも

のとして、人穴富士講遺跡と大宮・村山口登山道があるとの報道があり、景観審議会

の天野会長の承認を得て記述を修正しております。

景観計画案の２３ページを御覧ください。

第 1章景観の特性と課題、の２景観の特性、の５歴史景観の、①古くからある富士

山への信仰を感じる景観、の下線部分になります。修正後の記述は、富士山信仰の関

連遺跡・神社は、平成２２年度に史跡富士山として、国の指定を受けました。史跡富

士山を構成する市内の文化財は、山頂信仰遺跡（富士山八合目以上の山頂部）、富士

山本宮浅間大社、村山浅間神社、山宮浅間神社の４箇所です。今後、人穴富士講遺跡、

大宮・村山口登山道の追加指定が予定されています。としています。

以上で、前回都市計画審議会以降の各会議での意見と対応について説明を終わりま

す。

今後のスケジュールといたしましては、本日の都市計画審議会で、景観計画の変更

について御審議いただき、平成２４年 1月 1日施行を目指していくことになっており

ます。

議第１号「富士宮市景観計画の変更について」の説明は以上です。

よろしく御審議いただきますようお願いいたします。

水口会長

はい、御苦労様でした。いろいろと経緯がありましたが、芝川町合併に伴う新しい

景観資源の位置付け直しの修正の案であります。まずこれについて御質問、御意見を

お願いします。

小室委員

意見ではありませんが、９ページ⑤のところで、鉛筆書きでなぞってある箇所があ

りますが、ここはどのように変更なさったのか、この部分だけ確認させてください。

ほかにはありません。
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事務局

お答えいたします。これにつきましては、鉛筆書きに修正するということでお願い

いたします。

水口会長

小室委員よろしいですか。

小室委員

はい。

水口会長

今みたいなところはほかにないですか。

事務局

はい、ありません。

水口会長

計画案の２ページの下のほうの２の２に本計画の位置づけというのがあります。そ

この右上に都市計画区域の整備、開発及び保全の方針とあります。これは、静岡県が

定める広域的な都市計画のマスタープランであります。また、都市計画マスタープラ

ンとありますが、これは、富士宮市自身が定める地域の都市計画マスタープランであ

ります。

この県が定める都市計画マスタープランが３月に、改定をされました。１月の前委

員で行った都市計画審議会の時には、この県の定める都市計画マスタープランが主な

議題となって、市としての意見を言うための議論をしたのですが、その中には、景観

地区という制度の活用を進めて行きたいということが書いてあったと思います。景観

法ができて、いろいろな手法が変わった中で、景観地区という地区を一定の地域に定

めると効果的な又は実行力を持つものになってくると思います。この富士宮市の景観

に関することは条例から始まって、景観計画案の目次で言いますと、第４章の３に重

点地区の方針があり、４には重点地区の候補という形で、今後さらに加える検討をし

ています。今は、自主的な任意なものということで、景観法に基づく景観地区という

ところまではいっていないということであります。先ほどの県の都市計画マスタープ

ランでは、そういった景観地区の指定についても検討していくということになってい

ます。このあたりについて景観行政としてはどう考えているでしょうか。

事務局

平成２３年３月２９日に告示されました都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

（区域マスタープラン）ですけれども、お手元にはお渡ししておりませんが、今スク

リーンにお出しします。会長が言われた区域マスタープランの第３章において、都市
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の骨格を形成する緑地は、都市の環境保全、都市防災、市街地の景観上貴重な緑地と

して保全を図る。景観地区などの制度を活用し、富士山等の眺望に配慮しつつ市街地

の良好な景観の形成を図る。といった形で県の区域マスタープランで書かれています。

これは上位計画でありますので、これを反映する形で、景観計画の案を作成しており

ます。どこに反映されているかと言いますと、まず、会長がおっしゃった景観計画案

の４４ページ第３章、景観計画の区域の中の重点地区の設定で、中央・駅前地区、神

田地区の２つを重点地区としております。具体的には都市計画の手法であります地区

計画による高さ制限、形態意匠の制限により景観に配慮した門前町としてのまちづく

りを進めているところであります。

また、景観計画案の７１ページ第５章の良好な景観の形成のための行為の制限に関

する事項において、地域全体における建物、工作物の新築に対する高さや色彩や形態

意匠など行為制限を設けております。こちらは、富士宮市富士山景観条例で行政指導

になりますが、現時点でも良好な周囲の緑を守っていくような、そういった位置づけ

で運用をしております。また、区域マスタープランの最後に富士山等の眺望に配慮し

つつ市街地の良好な景観の形成を図るということでありますけれども、こちらにつき

ましては、景観計画案の１１５ページ、眺望点整備プロジェクトがあります。これは

眺望点自体の環境の整備ということで、眺望点への案内や、眺望点でベンチを設置す

るといったことですけれども、この中で、主な眺望場所の整備候補リストとして、さ

きほど説明がありました、芝川については、桜峠、興徳寺、白鳥山、羽鮒山がありま

すし、それ以外にも旧富士宮市ではここにあるような候補を挙げてやっています。区

域マスタープランにつきましては、景観地区などの制度を活用するということになっ

ておりまして、景観地区に最終的にいければいいのですが、さきほど説明しました行

為制限を行政指導で行っておりまして、この内容は、景観地区の制限内容とほぼ同じ

内容でして、現時点では特段問題のない対応ができております。景観地区といった都

市計画のツールは使っておりませんけれども、地区計画や、条例を使って現在運用を

しており、今後も同様に景観誘導を図ってまいりたいと考えております。

水口会長

今の話で、重点地区については、地区計画というもう少しやわらかい手法を使った

り、あるいは任意のお願いや相談で当面問題はないということでしたが、それはそれ

でわかりました。

ただ、ある水準まで景観形成を行おうとしたら、もう少し強いものがあってもいい

のかなと思います。景観レベルをもう一歩レベルアップするプロジェクトを投入して

ある段階までいくということを考えていくことが有効なのではないかなと思ってお

ります。

水口会長

ほかの意見はどうですか。菅原委員が景観審議会の委員なのですが、今日は欠席で

すので、景観審議会の議論について話を聞くことはできませんが。
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よろしいでしょうか。それではもう一点すみません。参考資料２の説明で、これま

での各会議の意見と対応のところですが、上の表で旧芝川町が合併して、芝川町での

現況調査は丁寧にやられている。富士山の雄大な地形景観とは違う、典型的な日本の

田園風景ということで、このあたりをもう少し計画の中に入れたほうがいいんじゃな

いかと思っています。それについて何か御意見があればお願いします。

事務局

今、水口会長が柚野地区とか芝川地区についてのお話がありましたが、これは現在、

富士宮市全域の景観計画となることになりましたので、優先順位をつけた中で、やっ

ていきたいと考えております。それから重点地区についてはまだ２箇所となっており

ますが、候補地がまだ３箇所ほどあります。世界遺産登録をにらんだ形で今後話を詰

めていくということになっております。それから景観計画は平成２２年の１月に施行

してばかりで、合併に伴って１年遅れで見直しをしたということで、施行されてから

日が浅いので、水口会長がおっしゃったことについても追々検討していきたいと考え

ております

河原崎委員

質問ということではないのですが、今まで私も審議会に入ってやってきまして、景

観計画についてもずっとやってきた中で、途中芝川町が合併になって都市計画に基づ

いて線引きが行われて、調整区域になりました。都市計画の規制の網がかけられ、大

規模開発も無理であろうという見方をしているものですから、旧芝川町の方たちが考

えたここが見所、ここを活かしていきたい、また、各エリアの中で眺望を活かすため

の環境をどのようにするのか、例えば眺望ポイントしてちょっとした公園を造るとい

ったことは、各エリアでやっていくことと考えていたので、旧芝川町が入ってきても、

旧芝川町の方たちの要望事項が入っていれば、十分であるという感覚でいました。芝

川分が入っての景観計画が出来上がってよかったなということで十分満足している

感じです。

水口会長

ほかの意見はどうですか。それでは、意見もあまり出ないようですので、まとめに

入ります。

もう少しことを進めるためには景観地区と事業プログラムというのが次のテーマ

である。しかし、これからもう少し長期的な視点に立って、話し合いが必要であろう

ということもあるとも思います。ということで、「原案のとおり都市計画上適切であ

ると認めます。」というよくあるタイプ、わかりましたという意味の答申をしたいと

思います。御異議ありませんか。

・・・・・「なし」の声・・・・・
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水口会長

はい、ありがとうございます。それでは、議第１号の審議は以上です。

続きまして、報告事項に移ります。都市計画マスタープランの改定について事務局

から説明を求めます。

事務局

都市計画マスタープランの改定について御説明させていただきます。景観計画と同

様、都市計画マスタープランについても芝川町との合併などを受けまして見直しが必

要となっております。本日説明させていただく内容は、これから２年弱をかけまして、

改定の作業を進めていくに当たっての着手の報告となります。お手元には、右肩に報

告事項資料と書いてあるＡ４の富士宮市都市計画マスタープランの改定についてと

いうものと、富士宮市都市計画マスタープランの概要版をお配りさせていただきまし

た。資料の内容はパワーポイントにまとめてありますので、基本的にはスクリーンを

御覧いただきたいと思います。該当ページをスクリーンの左上に示しております。

はじめに、都市計画マスタープランとは何か。法的な根拠などについて説明いたし

ます。都市計画マスタープランは、平成４年６月の都市計画法の改正によって都市計

画法第１８条の２に市町村の都市計画に関する基本的な方針として新たに制定され

たものです。これによって都市計画制度の運用は、これまでの機関委任事務から自治

事務として自治体の責任と判断によって進めていくことになっております。また、マ

スタープランは市町村が都市全体の将来像を都市計画制度の中へ明確に位置づける

ことを目的とし、目指すべき都市の将来像と土地利用、道路、公園等の都市施設など

の分野ごとの大きな方針を示すものです。マスタープランの構成ですが、富士宮市全

体の都市づくりの方向性を示す全体構想と、地域別の構成や課題に応じた方向性を示

す地域別構想からなっております。お手元の概要版を御覧ください。３ページから

２２ページが全体構想、２３ページから３２ページまでが地域別構想となっておりま

す。これにつきましては、お持ち帰りになられまして、目を通していただければと思

います。

次にマスタープランの位置づけについてです。マスタープランの上位計画として、

市が定める地方自治法による富士宮市総合計画と国土利用計画法による国土利用計

画などがあります。それから本年１月１１日に本審議会で御審議いただき、３月２９

日に都市計画区域の再編とともに都市計画決定されました広域的かつ根幹的な方針

である、岳南広域都市計画区域の整備、開発および保全に関する方針もございます。

マスタープランはこれらの上位計画に即して定めなければならないとされています。

次に上位計画との策定時期などの関連性について説明いたします。マスタープラン

見直しを行う時期は、基本的に上位計画が次期計画に移行したのを受けてということ

になります。しかし、現行の富士宮市総合計画や国土利用計画の次期計画への移行が

平成２８年度からということで、これらを待っていると５年後になってしまうという

ことになります。

このような状況の中で、旧芝川町との合併基本計画を受けた第４次富士宮市総合計



- 16 -

画の後期基本計画、さらにさきほど説明いたしました県が作成する整備、開発及び保

全の方針はこの３月に策定が完了し、平成２３年度からスタートしておりますので、

合併に伴う大きな変化を受けて定められた上位計画との連携や、整合を速やかに図る

ためにマスタープランの改定が必要となっているものです。

次に改定の背景、考え方についてです。現行の富士宮市都市計画マスタープランは

平成１４年３月の策定後、９年が経過しております。その間、少子高齢化の進行や人

口減少社会の到来など、社会情勢が変化してきております。これに伴い都市計画制度

も、いわゆるまちづくり３法の改正をはじめとしまして、郊外部での大規模開発や大

規模集客施設の立地が規制強化されるなど、集約型への方向性が示されてきておりま

す。また、過度に車に依存しない都市環境の構築など、地球温暖化に対する都市とし

ての対策なども求められてきており、都市構造、都市づくりの考え方も変化してきて

おります。このほか各種都市計画関連事業も進捗する一方で、廃止が予定されている

都市計画道路もございます。このように芝川町の合併も含めて、都市を取り巻く環境

の変化に対応するということが今回改定する目的でございます。

改定の内容としては、芝川地域の地域別構想を盛り込むことを主体として、あわせ

て全体構想の部分は、社会状況の変化などへの対応を図ってまいりたいと考えており

ます。

改定に当たっての体制ですが、基本的には、現行のマスタープランを策定した際と

同様の体制をとります。庁内組織としては、関係課で構成する策定委員会を設置し、

各種計画などとの調整を行います。また、改定の大きな目的である芝川地域の地域別

構想を盛り込むに当たりまして、地域住民の意見を反映するためにアンケート調査の

実施、まちづくり協議会、さらには説明会を行いながら進めていきたいと考えており

ます。

次にスケジュールについてです。平成２４年度末の策定を目指して進めてまいりま

す。今年度は主に、この後説明いたします、アンケート調査の実施と、芝川地域の地

域別構想の素案作成及び全体構想の見直しが中心となります。また、今回の都市計画

マスタープランの改定にあわせて、平成１４年３月に策定した市街化調整区域におけ

る地区計画適用の基本的な方針についても芝川地域を盛り込む形で見直しを行う予

定です。来年度に入りまして、素案を取りまとめ、説明会なども行いながら、最終案

につきましては、パブリックコメントを行う予定です。本審議会には、来年１月に中

間報告を行い、最終的には平成２５年２月頃に諮問をさせていただく予定ですので、

よろしくお願いいたします。

次に、アンケート調査についてです。お手元の資料の７ページから１２ページにな

ります。アンケートは住民の意向を把握するために、有効な手段ですので、現行のマ

スタープランを策定した際にも行っております。今回、芝川の地域別構想の策定に先

立ち、３，０００人の方の無作為抽出によるアンケート調査を既に実施しました。７

月末までにほぼ回収を終えておりまして、現在、集計・解析の作業を行っているとこ

ろです。まだ、集計・解析作業中ではございますが、本日は、６月２０日時点での回

収状況及び回答の傾向について速報値として御紹介させていただきます。
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回答者数が１，３３３人、回答率が４４．６％です。現行のマスタープラン策定時

の各地域別の平均回答率が２９．５％でありましたので、これと比較すると非常に高

い回答率となっております。設問の内容については、２５項目を設定しておりますが、

旧富士宮市の他地域との相対評価などを行うために、基本的には現行マスタープラン

で行った内容と同じ内容としております。それでは、回答結果の傾向について紹介い

たしますが、特に顕著なものについて、コメントをつけさせていただきます。

問２の年齢については、特に６０歳以上が半数以上を占めており、芝川地域の高齢

化率が２７％という数字を裏付けております。

問４の職業は、高齢者が多いこともあり、無職と勤め人が同数となっております。

問６の住宅は一戸建ての持ち家が９５．９％と非常に高い数字となっております。

参考までに現行マスタープラン策定時の旧富士宮市のアンケート結果の持ち家率が、

８８．２％となっております。また、県の平均が平成２０年度の調査で６４．９％で

すので、旧富士宮市も高いわけですけれども、それにもまして芝川地域は高いという

ことがわかりました。

問８の通勤、通学先は、旧富士宮市が１９．８％と最も多いのですが、旧芝川町内

も１４．７％となっております。

問９の普段の買い物先は、旧富士宮市が９１％と圧倒的に多いのですが、問１０の

通院先では、旧芝川町内が４６．６％となっておりますので、身近なお医者さんをか

かりつけにしている実態がわかります。

問１１の住んでいる地区の住みやすさについてですが、半数以上の方が住みやすい

としており、住みにくいと回答した方は２割弱の少数となっております。

問１２は、問１１の結果からの７割以上の方が現在の場所に住み続けたいと回答し

ております。

問１３は、住まいの地区の満足度を項目ごとに聞いておりますが、安全安心につい

ての５項目の質問のうち、道路交通の安全性に対する満足度が低い傾向にあります。

利便性については３項目とも満足度が低い傾向にあり、中でもバスや鉄道の便に対す

るものが低くなっております。この傾向は、現行マスタープラン策定時の旧富士宮市

のアンケート結果における、特に市街地から離れている地域などと同じ傾向となって

おります。生活環境についても同様に、道路に対する満足度が最も低くなっておりま

す。しかし、一方で、グラフの中段あたり、住宅地の日当たりや風通しなどの環境面

については、満足度が高くなっております。

次に問１４です。芝川地域は、市街化調整区域になりまして間もないわけですが、

今後は既存の集落や、田園環境を守り、豊かな自然環境を生かしたまちづくりが必要

になってくると考えられますので、芝川地域のよいところ、残したいところを聞いて

おります。自然環境と回答した方が、１７０人と最も多く、続いてこれに関連した田

園景観、富士山眺望などの回答が多くなっております。

問１５のまちづくりに力をいれるべきことは、先ほどの満足度にも表れているとお

り、道路整備、公共交通の充実が１７．４％と最も多く、地域活力の維持・向上、防

災・防犯対策の充実の順となっております。
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問１６は、芝川地域の土地利用の中心を担うことになる森林や農地の存在について

聞いております。芝川らしい風景が３１．５％と最も多く、生活環境を豊かにしてい

る、安らぎやうるおいを与えている、の順になっております。

問１７は、道路や交通網の整備の具体的な取組みの内容について聞いております。

道路の整備が半数以上を占め、幹線道路の整備より、生活道路の整備の回答が上回っ

ております。

問１８は、公園や緑地の整備の具体的な内容について聞いております。身近な公園

や緑地の整備が最も多いのですが、地震の影響から、避難地・救援拠点としての整備

も多くなっております。

問１９の景観づくりについては、田園・集落景観の維持、水辺の自然景観を守るが

多くなっております。

問２０の防災対策でも、道路の整備を望む方が多い傾向となっております。

問２１のまちづくり活動への参加の状況ですが、防災活動や祭りなどには６割程度

の方が参加したことがあるとしております。

問２２のまちづくり活動に対する考え方は、参加する余裕がないが、半数近くにな

っております。

問２３のまちづくりの主体については、市民・企業・行政が共同という回答が半数

以上を占めていますが、一方で、一人一人ができることからと答えている方が、比較

的多くなっております。

問２４は、富士宮市全体のことについて聞いております。公共交通機関に対する満

足度が低く、身延線の運転本数などが昔に比べて減っていることが大きいと考えられ

ます。

問２５の富士宮市が将来目指す都市のあり方について聞いております。少子高齢化

を反映してか、福祉都市が２４．１％と最も多く、続いて環境都市、３番目に観光レ

クリエーション都市の順になっております。

最後に自由意見についてですが、こちらも道路整備と公共交通の充実に対する意見

が多い結果となっております。

以上、芝川地域のアンケート結果について御紹介しましたが、道路整備や公共交通

に対する御意見・御要望は、現行マスタープラン策定時の旧富士宮市のアンケートに

おいても同様に強く表れている傾向にあります。今後は、アンケートの集計・分析を

さらに進め、これらの結果を踏まえ、改定作業を進めてまいりたいと考えております。

都市計画マスタープランの改定についての説明は以上です。

水口会長

はい、御苦労様でした。富士宮市都市計画マスタープランの概要と今後の予定とい

ったことで説明がありました。今のことで御質問、御意見をお願いします。

河原崎委員

旧富士宮市のマスタープランは、平成１４年に策定していますので、約１０年前に
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アンケートを行っていることになります。また、旧芝川町では平成１６年に都市計画

マスタープランを策定しており、その際にアンケートを行っています。芝川町から富

士宮市になったのはわかりますが、芝川町と同様に富士宮市もすごく変わってきてい

ます。よって、芝川だけではなく、旧富士宮市でも市民の意見を反映されるためにア

ンケートを行う必要があるのではないかと思います。

事務局

芝川地域のアンケートにつきましては、都市計画マスタープランに芝川地域の構想

が盛り込まれることになるため、より具体的な意向把握は必要であり、このためアン

ケート調査を実施したものです。全体構想や旧富士宮市の地域別構想の見直しにあた

っては、昨年新富士宮市全体で実施した第４次富士宮市総合計画の後期基本計画策定

のためのアンケート結果を反映していきたいと考えております。

河原崎委員

マスタープランのアンケートではないですよね。

事務局

今回のマスタープランの改定の主な目的は、芝川地域の地域別構想を盛り込むとい

うことです。全体構想の部分については、基本的に、上位計画や法改正などに即した

見直しになります。マスタープランは、上位計画である総合計画との整合を図ること

となっており、この総合計画の後期基本計画が今年度からスタートしております。全

体構想への市民の意見や意向の反映としては、昨年、総合計画の後期基本計画策定に

伴い実施したアンケートの結果を反映できると考えておりますし、このほかにも公共

交通や景観のアンケートも参考にしていきたいと考えております。

河原崎委員

富士宮市民のアンケートを取っているのであれば、その結果の資料も必要であると

思います。それと上位計画の県のマスタープランとの整合性について、今年の３月の

都市計画審議会の時にも話があったのですが、県は大枠で策定してあります。前回審

議会時に市民が中心市街地から分散していっている、これをどうとらえるのか、旧方

針書とは違うという話がありました。今後、富士宮市のマスタープランを策定する際

にも、その部分は、検討する必要があると思っていたので、旧富士宮市も含めて改め

てアンケートを行ってもよかったのではないかと思います。

事務局

全体構想の部分は、基本的に上位計画や法改正などに即した見直しを行います。ま

た、旧富士宮市の各地域別構想の部分については、当然市民の意見を聴かないと変え

られませんので、上位計画との整合等を図るための変更に留まるため、基本的には、

現計画が踏襲されると考えております。
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河原崎委員

わかりました。今度のマスタープランの改定においては、旧芝川町へのアンケート

は実施するけれども、旧富士宮市については、上位計画の第４次富士宮市総合計画の

後期基本計画の策定で、昨年実施しているアンケートなどで補えるから実施しないと

いうことでいいですか。

事務局

はい。富士宮市の総合計画は現在、第４次計画中にありまして、第５次計画が平成

２８年度から始まります。国土利用計画も同じく平成２８年度から第４次計画がスタ

ートすることになっております。それから、今年１月に審議していただいた、県の区

域マスタープランも５年ごとの見直しになりますので、おそらく平成２８年度頃から

のスタートとなると思います。このように平成２８年度から上位計画が大きく変わる

ことになりますので、その際には、都市計画マスタープランもそれを受けた見直しが

必要になってくると思います。

竹内委員

現行マスタープランの策定は平成１４年です。その２年くらい前の平成１２年から

その先の１０年を見据えて、最終的には平成３２年までですから、１８年間ですか、

大きな絵を描いて、当時としてはある意味先進的に作成したと思います。しかし時代

の動きというのは、はるかにそれを上回るすさまじい動きになっています。策定から

９年経った今、この計画を見ますと、次の平成２８年度のマスタープランを作成する

際のベースとしても、アウトオブデイトであると思わざるを得ません。それは４つく

らい今年で大激変が起こっているということが起因しています。

一つ目は、３．１１の大地震です。おそらく防災計画のベースが従来の観点に比べ

て、まったく違うものとなっているのではないかということです。そういう意識でマ

スタープランを考えていかなくてはいけないし、来たるべき東海地震に対しても従来

の考えとまったく違うようにしないといけないと思います。

２つ目に、エネルギー環境が完全に変わってしまっているということです。当たり

前にエネルギーが来るという前提が完全に崩れてしまったわけです。そういった中で、

地域のエネルギーの供給をどのようにするかというのは当然もう考えていかなくて

はならないことです。もちろん国が大きなエネルギーに関する方向性をこれから作っ

ていくということになると思いますけれども、地方は自分で新しい方向性を考えてい

かなくてはならないのではないかと思います。そうした時に当たり前に、何をやるか

というとスマートグリッドをベースにすえたまちづくりを行っていく。間違いなくこ

れから車は、電気自動車になっていく時代に５年もすればなってしまいます。それと

同時に太陽光発電については、各県がとてつもない形で動き出します。これには静岡

県も手を挙げているわけです。このようなことからこういったことを真剣に考えてい

かなくてはならず、待っているだけのところは取り残されるという話になってくるの

ではないかと思います。力のある市は、どんどん自分でエネルギーを作り出すという
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方向に進んでいくと思います。ですからこういった部分では根本的に、このマスター

プランも通用しなくなってくると考えるべきであろうと思います。

３つ目が、企業誘致環境というもの完全に変わってしまったということです。エネ

ルギーが不足するということになれば、当たり前に企業は外へ出て行ってしまうと思

います。そういう中で、国内で企業を誘致するということがどういうことなのかとい

うことを見直さざるを得ないと思います。そうしたところから、産業について地産地

消が必要になるわけです。この地域であれば、農業を６次産業化するとか、地域の中

での産業基盤をベースにしていくことも必要だと思います。こうした中で、企業を誘

致するとか、交通体系をどうするとか従来書いてあることについて、変わってくるの

ではないかと思っています。

４つ目に、富士山世界遺産の登録に向けて本気で動いていて、これはみなさんの総

意であると思うのですが、なぜ世界遺産を狙うのかというはいろいろとあるわけです。

環境の問題も、観光の問題もあります。そうした中で、富士宮市としてはどちらの方

向でいくかで、まちづくりが大きく変わってくるのではないかと思います。

こうした状況の中でも、行政は継続性の観点から平成１4 年のマスタープランを使

わざるを得ないということは、仕方がないかもしれませんが、３．１１の激変のこの

ときに、違うプロジェクトチームで別の総合計画、マスタープラン的なもの、要する

に富士宮市をどのようにしていくかということを作るべきではないかと思います。本

来そちらに力を入れていくべきではないかと思います。

都市整備部長

平成１４年に都市計画マスタープランを策定し、１０年近く経つわけですけれども、

その間、今年の３．１１の地震の前から人口も減少してきたり、産業のあり方も変化

してきたということで、それに伴って、総合計画、都市計画マスタープランを見直し

していきましょうということで、平成２８年度から新しい総合計画、都市計画マスタ

ープランをスタートさせたいと考えております。その２、３年前から準備を進めて行

きたいというのが市の考え方であったのですが、３．１１の後、防災のありかた、エ

ネルギーのあり方、交通体系全て変わってきていると思います。それらを受けて総合

計画、都市計画マスタープランを作っていくことになるものと考えております。さき

ほどの景観計画と関係があるのですが、景観計画でいうところの９章の景観農業振興

計画の内容が薄いというお話し、また、今後考えられる重点地区についても、朝霧、

白糸、浅間大社周辺と３箇所挙げられているけれども、ただ名称が載っているだけで

こちらも内容が薄いというお話しをいただいたと思います。

お二人の委員の御意見を伺うと、やはり富士山の世界遺産の実効性を高めていくた

めにも、この部分をしっかり書く、あるいは内容を少し変えるなどといったことが必

要になってくると思っています。農業のあり方も６次産業化など、変わってくると考

えております。

今後しっかりと議論を重ねて、このあたりの部分をしっかり書くことができるよう

に努めてまいりたいと考えております。
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都市計画マスタープラン、市の総合計画は平成２８年のスタートを目指しているわ

けですが、都市計画審議会委員の皆様方の意見や、市民の皆さんの意見を踏まえて、

今後の富士宮市のあるべき姿を練っていきたいと考えておりますので、御理解いただ

きたいと思います。

水口会長

今のは、大きな問題についてでしたが、これに付随したものでも結構ですので、ほ

かに御意見はございませんか。

都市計画法の改正により全国一斉に都市計画マスタープランを策定したわけです

が、農業、森林、自然環境とか全部含めて、住民参加で議論したのは初めてで、実際

は住民参加をどうやって実施していくかということに関心が寄せられていました。計

画内容については、作り方に関心が行っていたと言えます。ということで、あの頃は

内容については詰めきれないので、後から内容を追加していく都市計画マスタープラ

ン、ホッチキス型といいますか、こういったことであったかと思います。

当面の改定は、芝川合併に伴ってというところは嫌でも形付け足さなくてはならな

いということであると思います。芝川を含めた新富士宮市として、特に全体構想のレ

ベルでも非常に大きな社会変化が生じているわけで、大きな議論がいるであろうとい

うわけですが、こういった審議会の場でここのところを議論するのは難しいと思いま

す。

都市計画マスタープランは、市が定める法定都市計画の性質よりもずっと広い方針

となっております。そういったことから大きな社会情勢の変化は総合計画という大き

なものに入れて、都市計画マスタープランの議論の中ではみんなで一生懸命議論すべ

き重要なテーマを絞り出しておいて議論していくといったこともあるかと思います。

報告資料の４ページを見ると、今日が初めての報告でしたが、中間報告が来年１月

の段階で内容の報告があって、その後は最終答申ということになっているので、中間

報告の時点で内容の議論をして、必要であれば、平成２４年度の最終答申までにさら

に議論をしていくということでもいいのではないかと思います。

どうでしょう、今後のスケジュール、取組みについて御意見はございませんか。

そのほか全般的な審議会の運営などについてでもご意見がありましたら御質問、御

意見ございませんでしょうか。

それでは都市計画マスタープランの報告については、今後の議論も続行していくと

いうことで、本日は終了したいと思います。それでは、進行を事務局にお返しいたし

ます。

【司 会】計画係長

みなさま御審議ありがとうございました。

会長におかれましては、会議の進行ありがとうございました。

最後に、今後の都市計画審議会の予定についてお知らせいたします。

来年１月に、「都市計画道路の廃止等」について御審議いただく予定ですので、次
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期が近づいてまいりましたら、開催日等について御連絡させていただきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。

それでは、本日の日程はすべて終了いたしましたので、都市計画審議会を閉会させ

ていただきます。

皆様御苦労さまでした。


